
安心保証

連帯保証人有り

住居用

保証プラン　(慧)住居用　事務所等用　店舗用

初回保証委託料　一律10.000円 月額賃料の50%

な　し

連帯保証人無し(注2)

住居用
駐車場･

トランクルーム

初回保証委託料　月額賃料の80%

蔓年間保証委託料

保証プラン

初回保証委託料

控竺讐至讐

な　し

住居用
駐車場･

トランクルーム

月額賃料の50%

月額賃料の1 0%

法人契約

住居用　事務所等用　店舗用

月額賃料の50%

月額賃料の1 0%

'p;封き外国籍の方は対象外となLJます｡

迂2､月本国籍の方を対象とします｡また､緊急連絡先が必要となLJます｡

外国籍の方の場合､｢連帯保証人無し｣はございません｡

駐車場･

トランクルーム
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家賃保証システムのご紹
個人契約 

＼＼､､種類連帯保証人有り 劔凵｡連帯保証人無し(注2, 

㌔ ､ヽ ､も ヽヽ ､㍉ 保証プラゾ勺㌦ 偖ｨｸ���逢y�b��,ﾓ���住居用 倬ik��9冽��店舗用 �)8棈�｢��6x8�984�8ｸ�ｸ8��住居用 �)8棈�｢��6x8�984�8ｲﾘ8��住居用 �)8棈�｢��6x8�984�8ｸ�ｸ8��

@ ��(5�ﾈ饂｢�店5�ﾈ饂｢�4ケ月分 ��(5�ﾈ饂｢�12ケ月分 �12ケ月分 
初回保証 委託料 (注3) �ｩzR���ﾃ���冷�月額賃料の50% 劔I i 月額賃料の80% 剏至z賃料の50% 

事務手数料 は4) �ｩzR��ﾃ���冷�月簸賃料の10% 劔月額賃料の10% 剏至z賃料の10% 

年間保証 委託料 �(�+Yk8+R�劔剏至z賃料の一〇% 
一一一ヽ __________________山一〉〉_〟_____I.___-_____日日_____h〉ー_〉______什ー__⊥___㌔_V_________________ー_ 劔剪�(ﾓR��

法人契約は6) 
＼＼＼種類 健プラか＼ _〟.=二ゝ 偖ｨｸ���事務所等用 �5云ﾉw��駐事場. トランクルーム 偖ｨｸ���事務所等用 �5云ﾉw��駐車場. トランクルーム 

保証限度 (月額賃料) ��(5�ﾈ饂｢�5ケ月分 滴5�ﾈ饂｢�12ケ月分 ��(5�ﾈ饂｢�5ケ月分 滴5�ﾈ饂｢�12ケ月分 

初回保証 委託料 (注3) 佇隗ｩ,�{�,ﾃ��R�劍ﾈ隗ｩ,�{�,ﾃS�R�

事務手数料 は4) 佇隗ｩ,�{�,ﾃ��R�劍ﾈ隗ｩ,�{�,ﾃ��R�

年間保証 委託料 冖8+R�劍ﾈ陝9,�{�,ﾃ��X*ﾙ(ﾓR��

保証期間 �?ﾈｸ�?ｨ*�.y�雕駝�6�+Y?ｨ-ﾈ,R�

保証内容 凅ｸ彿,��,�{���ｺH擁N�ｬyyﾙN���)8棈�ｩ{�����Y;几�*ﾂ粟b儂���h以陷i,�,hｺH,倡瓜X.ﾘ.ｨ.儂���
■賃貸借契約の更新料及び更新事務手数料{ハウスクリーニング費用は7){畳表膏費用1卓交換費用1残置物撤去費用は7) 
Iゴミ処理費用(注7)I修繕費(注8)■解約予告通知義務違反による違約金億害金(注9)■早期解約による違約金.損害金は10) 

L債務不履行による明渡し訴訟費用は11) 

;代位弁済. ��右ｹ,�{�9�,ﾉ���?ｨ*�.y9h���8ｼi?｣9?ｨ潔>�,�*育瓜X*"��｢�

審査 (カード審査なし) �� 毘覇訂当社専用入管崇悪書聖賢委託申込書をFAXしてくだ乱11 軍30≡FI河Lrl巨岩′-- 

(審査時に各種必要書類をご提出いただく場合がございます.) 

(注1)外国籍の方は対象外となります｡

(注2)緊急連絡先が必要となります｡
外国籍の万の場合､ ｢連帯保証人無し｣はこざいません｡

(注3)最値初回保証委託料の設定はございません｡

(注4)事務手数料は当社が不動産会社様に対しお支払い致しますので
別途徴収の必要はございません｡
なお､年間保証委託料の事務手数料はございません｡

(注5)年間保証委託料は､保証加入後1年ことに､月額賃料の10%を

申し受けます｡
年間保証委託料上限は住居用1万円､事務所等用･店舗用･
駐車場･トランクルームは3万円､下限は1,000円となります.

(注6)法人契約は連帯保証人の有無による区別はございまtfん｡

(注7)ハウスクリーニング費用は､家業(賃料)の1ケ月分まで､残置物
撤去費用･コミ処理費用は合わせて家賃(賃料)の1ケ月分まで
とし､上限を超える場合は当社が認めたものに限ります｡

(注8)修繕費は賃借人が認めたものに限り家賃(賃料)の1ケ月分
まで代位弁済します｡但し､退去時における自然損耗部分の
復旧に要する修繕費は保証対象外とします｡

(注9)解約予告通知義務違反による違約金･損害金は､賃料等の
1ケ月分までとします｡

(注10)早期解約による違約金･損害金は､ 1年未満の解約は家賃(賃料)の
2ケ月分まで､ 2年未満の解約は家賃(賃料)の1ケ月分まで､
2年以上経過後に解約された場合には､保証の対象外とします｡
なお､事持所等用･店舗用に関しては適用外とします｡

(注目)弁護士費用は､当社が認めたものに限ります｡



家賃保証システム　Q&A

日本在住で､家賃支払い能力のある方であれば日本国籍･外国籍を問わず
お申込いただけます｡また､個人･法人は問いません｡

賃借人様及び連帯保証人様に電話にて､記載事項確認･意思確認等をさせて
いただく場合がございます｡

審査時に各種必要書類をご提出いただく場合がございます｡

※審査の結果により､ご希望に添えない場合がございます｡その際､審査内容及び
個人のプライバシーについて内容の開示は一切行っておりませんので､ご了承
ください｡

家賃･共益費･駐車場料金など､入居者様が負担すべき費用を幅広く保証します｡

入居日から退去明渡し日まで保証しますo

保証加入後1年ごとに､月額賃料の10%を申し受けます｡

年間保証委託料の上限は､住居用1万円､事務所等用･店舗用･駐車場･
トランクルーム3万円､下限は1,000円となります｡


